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諮問庁：経済産業大臣 

諮問日：平成２９年４月４日（平成２９年（行個）諮問第６４号） 

答申日：平成３０年１１月２９日（平成３０年度（行個）答申第１４１号） 

事件名：本人が特定法人を設立してから北海道経済産業局が知り得た個人情報

が記録された文書の一部開示決定に関する件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「特定商取引法について，請求者が特定年月Ａに特定会社を設立してか

ら現在に至るまで，北海道経済産業局（以下「経産局」という。）が知り

得た一切の個人情報」（以下「本件請求保有個人情報」という。）に対し，

別紙１に掲げる２１文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有

個人情報」という。）を特定し，その一部を不開示とした決定については，

別紙２に掲げる部分を不開示としたことは結論において妥当であるが，別

表４に掲げる部分を開示すべきであり，別表５に掲げる部分のうち別表６

に掲げる部分を除く部分を対象として，改めて開示決定等をすべきである。  

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年１０月１９

日付け２０１６０６２１北海道第２４号により北海道経済産業局長（以下

「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）

について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

  ア 原処分の不開示とした部分とその理由等 

（ア）特定商取引に関する法律（以下「特商法」という。）２３条１項

の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停止について（特定年

月日２ 特定番号３）（特定年月日２ 特定番号４） 

「起案者の所属部署・氏名・印影・決裁者の所属部署・役職・印

影及び起案日・決裁日・施行注意・伺い内容の一部」 

開示請求者以外の個人を識別することができるものであり，公に

すると当該個人の権利利益を害する等のおそれがあること。 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに当たって考慮した事実等

が記載されており，公にすることで今後の調査等に関し，正確な事

実の把握を困難にするおそれがあること。 
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   （イ）履歴事項全部証明書１～５ 

      「記載内容の全て」 

      商業登記法１４１条に規定する登記簿及びその附属書類に該当す

るため。 

   （ウ）行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につ

いて（特定年月日１ 特定番号１）（特定年月日１ 特定番号２） 

      「起案者の所属部署・氏名・印影・決裁者の所属部署・役職・印

影及び起案日・決裁日・施行注意・伺い内容の一部・２頁以降の記

載の一部・資料１及び２の一部」 

      上記（ア）と同じ。 

   （エ）行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につ

いて 

      「起案者の所属部署・氏名・印影・決裁者の所属部署・役職・印

影及び文書番号・起案日・決裁日・施行日・施行注意・２頁以降の

記載の一部・資料１の一部・あて先・書面受領に係る記載・２頁以

降の記載の一部・資料１の一部」 

      上記（ア）と同じ，加えて，経産局が特商法違反の認定，処分を

行うに当たって調査した法人の情報が記載されていること。 

   （オ）特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書１～５，７

～９，１２～１８ 

      「報告者の役職・氏名・印影・年月日・件名・１頁本文の一部・

報告内容・１頁の一部・報告内容」 

      上記（エ）と同じ。 

   （カ）特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書６，１０，

１１ 

      「報告者の役職・氏名・印影・様式番号・年月日・件名・１頁本

文の一部・報告内容・１頁本文の一部・報告内容」 

      上記（エ）と同じ。 

   （キ）特商法に関する調査に係る決裁文書１ 

      「起案者の所属部署・氏名・印影・決裁者の所属部署・役職・印

影及び文書番号・あて先・起案日・決裁日・施行日・施行注意・件

名・伺いの一部・２頁～１０頁，１６頁及び１７頁の記載・あて

先・伺いの一部・２頁～１０頁，１６頁及び１７頁の記載・１１頁

～１５頁の履歴事項全部証明書」 

      上記（イ）及び（エ）と同じ。 

   （ク）提出書１～３，所有権放棄書１～３，返還請書１～６ 

      「文書日付・品名・数量」 

      経産局が特商法違反事実の認定を行うに当たって考慮した事実等
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が記載されており，公にすることで今後の調査等に関し，正確な事

実の把握を困難にするおそれがあること。 

   （ケ）決算報告書 

      「事務処理に関する記載」 

      上記（ク）と同じ。 

   （コ）刑事訴訟法５３条の２第２項の規定に該当する資料１～４１８

（以下，順に「訴訟資料１」ないし「訴訟資料４１８」という。） 

「記載内容の全て」 

刑事訴訟法５３条の２第２項の規定する訴訟に関する書類及び押

収物に該当するため。 

   （サ）特商法に関する調査において当局が入手した資料１～５及び作成

した資料１～４ 

      「記載内容の全て」 

      上記（エ）と同じ。 

   （シ）特商法に関する調査について経済産業省が作成した資料 

      「記載内容の全て」 

      上記（エ）と同じ。 

   イ 上記アの（ア），（ウ）ないし（キ），（サ）及び（シ）に対する

審査請求内容等 

   （ア）審査請求人は，経産局から業務停止命令１年間という行政処分を

受けており，それを担当した職員名等を隠すなどということは，あ

まりにも無責任すぎる。 

自称経産局職員らが，本当に特商法２３条１項の規定に基づいて

業務を遂行していたのであれば，氏名等を知られたところで当該個

人の権利利益を害する特段の支障が生じることはあり得ないので理

由になっていない。 

   （イ）特定年月Ｂ，自称経産局職員だという者たちによる立入調査や事

情聴取を受けたが，その時から何が特商法の違反に当たるのか一切

説明を受けていないため，審査請求人はいまだに自覚もしていない

し，理解もしていない。 

      このことから，会社経営者として，どこが特商法に違反していた

のか，また，なぜ違反に気付けなかったのか等を把握する必要があ

り，業務改善のために保有個人情報の開示を求めているのに，それ

を経産局が拒むのは明らかに不合理であり，理由になっていない。 

   ウ 上記ア（ク）及び（ケ）に対する審査請求内容等 

     上記イ（イ）と同じ。 

   エ 上記ア（イ）及び（キ）の一部に対する審査請求内容等 

     審査請求人が経営する会社の履歴事項全部証明書等を経産局が隠す
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理由も意味もなく，理由にはなっていない。 

   オ 上記ア（コ）に対する審査請求内容等 

     結局，違法行為（刑法１５６条及び１７２条）によって作成した書

類関係であるから開示できないだけであって理由になっていない。 

   カ まとめ 

経産局は会社を行政処分にしておきながら，身に覚えのない被害状

況だけを開示し，その違反をした事実，客観的な根拠，証拠，担当

した経産局職員の名前，役職等，何一つ開示しない。 

よって，不開示理由は全て不正調査を隠すための言い訳であり不合

理である。 

（２）意見書１ 

   ア 審査請求人が個人情報開示請求・不服申出をするに至った具体的な

理由 

   （ア）特定年月Ｂ，経産局が行う特商法違反の調査で，審査請求人は，

事情聴取を行うとのことで札幌第一合同庁舎に呼び出された。しか

し，そこでは，事情聴取など行われず，いきなり「供述調書」と題

する既に完成されていた書面を突き付けられ，「これに署名しろ」

と強要されるだけであった。 

      審査請求人が拒否をすると担当していた取調官は「お前が以前勤

めていた会社は特定罪名で逮捕されている。」，「お前たちも同じ

ことをしているに決まっている。」などと怒鳴りながら机を蹴飛ば

すなどしてきた。この事情聴取と称する署名の強要は，２日間行わ

れ，最終的に「お前が署名をしないのであれば，営業をしていた従

業員を刑事事件にして逮捕させるぞ。」と脅されて署名した。この

ような調査では，何が特商法違反に当たるのか理解できる訳もなく，

そのために個人情報の開示請求を行った。 

   （イ）経産局は，上記（ア）に対して，会社がしていたとする電話勧誘

の内容だけを一部開示し，その他は，全て真っ黒に塗り潰した。 

   （ウ）上記（イ）に対して審査請求人は不服申出をしたが，最終的に諮

問庁が棄却した。 

   イ 諮問庁が出した棄却理由に対する意見 

   （ア）諮問庁が出した棄却理由によれば，ここには，経産局が特商法違

反の事実認定を行うに当たって行った調査に関する事項で，法人に

関する情報が記載されている。しかし，これは，審査請求人が経営

する法人ではないため，審査請求人が知り得る情報に該当しないと

のことで棄却している。 

      この点について，経産局から開示された書面は，隅から隅まで真

っ黒く塗り潰されており，棄却理由を言い換えれば，経産局は，審
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査請求人とは無関係な会社の情報しか集めていなかったということ

になる。 

      審査請求人の情報を何一つ集めず，無関係な会社の情報だけで審

査請求人の会社を特商法違反と認定する根拠が理解できない。 

   （イ）諮問庁が出した棄却理由によれば，経産局が特商法違反の事実認

定を行うに当たって行った調査に関する事項で，事業者から入手し

た文書には審査請求人以外の第三者の情報が記載されている。又は，

本事案以外を含む行政処分の結果をまとめたものであり，文書内に

は，審査請求人以外の第三者の氏名が記載されているとのことで棄

却している。 

      この点について，経産局から開示された書面は，隅から隅まで真

っ黒く塗り潰されており，棄却理由のとおりであれば，経産局は，

本事案以外の行政処分の結果をまとめたもの及び審査請求人以外の

情報しか集めていなかったということになる。 

      審査請求人の情報を何一つ集めず，本事案以外の行政処分の結果

や第三者の情報だけで審査請求人の会社を特商法違反と認定する根

拠が理解できない。 

   （ウ）諮問庁が出した棄却理由によれば，審査請求人以外の供述に基づ

き作成されたものであり，文書には第三者の氏名，供述内容から個

人を特定できるとのことで棄却している。 

      この点について，経産局が特商法違反の事実認定を行うに当たっ

て行った調査では，上記ア（ア）のとおり作成された書面が存在し，

これに関しては審査請求人本人の供述として作成された文書である

から，これまで不開示にする理由がない。 

   （エ）諮問庁が出した棄却理由によれば，経産局が特商法違反の事実認

定を行うに当たって，考慮した事実が全体にわたって具体的に記載

されているとのことで棄却している。 

      この点について，上記（ア）及び（イ）のとおり，この調査では，

審査請求人以外の第三者の情報や審査請求人の会社以外の会社の情

報しか集めておらず，特商法違反の認定を行うに当たって考慮した

事実が全体的にわたって具体的に記載されていることなどあり得な

い。 

   （オ）諮問庁が出した棄却理由によれば，審査請求人以外の個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別できる。また，特商法は，罰則

規定を有しており，その処分を端緒に刑事事件にも発展する性質の

ものであることを鑑みれば，公表するとその内容に不満を持つ者か

ら嫌がらせが行われ，職員に危害が及ぶかもしれないとのことで棄

却している。 
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      この点について，経産局は，前記ア（ア）のとおり，審査請求人

に対し，事情聴取の場で架空の内容が記載された虚偽の供述調書に

署名させたこと，上記（ア）及び（イ）のとおり，審査請求人の会

社以外の会社の情報，又は，審査請求人以外の第三者の情報だけを

書面に起こし，審査請求人の会社を特商法違反と認定し，さらに，

その情報で刑事告発をしたこと等で深読みしているようだが，会社

が行政処分になっているのに，それを担当した職員の氏名等を隠す

という理由が理解できない。 

   （カ）諮問庁が出した棄却理由によれば，刑事訴訟法５３条の２第２項

は「訴訟に関する書類及び押収物に記載されている個人情報につい

ては，法４章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５９号）４章の規定は適用しない」と規

定しているところから，特商法に係る調査に関連して，経産局が押

収を受けた若しくは提出した又は受領した資料で刑事訴訟法５３条

の２第２項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物」に該当する

ため，法４章の規定は適用されないので不開示とした原処分は妥当

であるとのことで棄却している。 

      この点について，上記ア（ア）のとおり行われた事情聴取と称す

る署名の強要では，審査請求人が以前勤めていた会社の電話勧誘内

容が書面に記載されていた。審査請求人が以前勤めていた会社とい

うのは審査請求人の会社より約７か月前に経産局が特商法違反の認

定をして行政処分にし，さらに，経産局が刑事告発をして詐欺の組

織犯罪として有罪判決になった会社である。また，上記（ア）及び

（イ）のとおり，経産局が隅から隅まで不開示にした書面に記載さ

れている内容が，審査請求人の会社ではなく，刑事事件を犯した会

社の情報ばかりであるならば，当然，経産局の刑事告発で，審査請

求人の会社も刑事事件として追及される。 

   （キ）諮問庁が出した棄却理由によれば，開示することで，経産局が特

商法違反の認定をするに当たり，調査内容，調査方法，着目点，考

え方等，どのような情報を取得していたかが明らかになり，それを

基に今後，同業者等が調査を逃れるための隠蔽をするなど，調査が

難しくなるおそれがあるとのことで棄却している。 

      この点について，審査請求人が受けた経産局からの調査は，脅さ

れて既に出来上がっている虚偽の自白調書に署名させられたという

ことであり，最初からまっとうな調査など行われていない。したが

って，正確には，開示をすると経産局の不正調査が明らかになって

しまうという方が正しい。 

   ウ 結論 
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     以上のとおり，本件棄却理由については，理解することができず，

審査請求人としては，不開示の部分を全て開示にするか，又は，当

時担当した職員らから審査請求人の会社を特商法違反に認定した正

しい理由について説明を受けたい。 

 （３）意見書２ 

   ア 諮問庁の補充理由説明 

     補充理由説明書では，起案者の所属部署，氏名及び印影並びに決裁

者の所属部署，役職及び印影（文書１，文書３，文書６ないし文書

８及び文書１３の各１枚目）を開示することで，下記（ア）及び

（イ）のおそれがあるなどとして，不開示理由を追加している。 

   （ア）特商法の行政処分に関与した職員の氏名等が明らかになり，当該

職員が行政処分の対象となる法人の関係者から嫌がらせ等を受ける

おそれがあること。 

   （イ）その結果，当該職員が特商法違反の疑いのある事案に対して，調

査結果をありのままに報告しなくなるなど，特商法の正確な事実の

把握が困難となり，特商法に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあること。 

   イ 補充理由説明の矛盾 

     諮問庁は，上記アの各文書はいずれも特商法の行政処分に係る決定

文書であり，上記部分が公になると上記ア（ア）及び（イ）のとお

り，今後の特商法に係る事務の適正な遂行ができなくなるなどと，

特商法を強調し主張する。 

     しかしながら，諮問庁が強調する特商法には，主務大臣は，この法

律を施行するため必要があると認めるときは，政令で定めるところ

により職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り，帳簿，

書類その他の物件を検査させることができる（６６条１項），また，

その際には，職員の身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示しな

ければならない（同条７項）とある。 

     だとすれば，立入検査を遂行する際には既に身分を販売業者の関係

人に明らかにする必要があるのに諮問庁が主張する上記ア（ア）は

矛盾している。また，特商法の検査を遂行する職員であれば自分の

身分を販売業者の関係人に示さなければならないことくらい当然理

解しているはずであるから，諮問庁が主張する上記ア（イ）も全く

矛盾している。 

   ウ 結論 

     以上のとおり，補充理由は全て矛盾しており，理由がないのだから

至急開示を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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１ 理由説明書 

（１）事案の概要 

ア 審査請求人は，平成２８年６月２１日付けで，法１３条１項に基づ

き，処分庁に対し，本件請求保有個人情報の開示請求（以下「本件開

示請求」という。）を行い，処分庁は同日付けでこれを受理した。 

イ 本件開示請求に対し，処分庁は，下記（２）のとおり対象となる保

有個人情報（本件対象保有個人情報）を特定し，平成２８年１０月１

９日付け「保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）」

（２０１６０６２１北海道第２４号）により，下記（３）のとおり，

商業登記法１４１条及び刑事訴訟法５３条の２第２項の規定に基づき

法４章の規定が適用されない部分並びに法１４条各号の不開示情報に

該当する部分を除き，保有個人情報の開示をする旨の決定（原処分）

を行った。 

ウ これに対して，本件開示請求者である審査請求人は，行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）４条３号の規定に基づき，平成２８年

１２月３０日付けで，経済産業大臣（諮問庁）に対して，原処分のう

ち不開示とした部分について，その開示を求める審査請求（以下「本

件審査請求」という。）を行った。 

エ 本件審査請求を受け，諮問庁において，原処分の妥当性につき改め

て慎重に精査したところ，本件審査請求については理由がないと認め

られたため，諮問庁による裁決で本件審査請求を棄却することにつき，

情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問す

るものである。 

（２）審査請求に係る保有個人情報 

本件開示請求において特定された本件対象保有個人情報は，特商法に

ついて，請求者が特定年月Ａに特定会社を設立してから現在に至るまで，

経産局が知り得た一切の個人情報であり，具体的には次のものである。 

    ・ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停

止について（特定年月日２ 特定番号３） 

・ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の

停止について（特定年月日２ 特定番号３施行文書写し） 

・ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の

停止について（特定年月日２ 特定番号４） 

・ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の

停止について（特定年月日２ 特定番号４施行文書写し） 

・ 履歴事項全部証明書１～５ 

・ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与に

ついて（特定年月日１ 特定番号１） 
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・ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与に

ついて（特定年月日１ 特定番号２） 

・ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与に

ついて 

・ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与に

ついて（特定年月日１ 特定番号１施行文書写し） 

・ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与に

ついて（特定年月日１ 特定番号２施行文書写し） 

・ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書１～１８ 

・ 特商法に関する調査に係る決裁文書１ 

・ 提出書１～３ 

・ 所有権放棄書１～３ 

・ 返還請書１～６ 

・ 決算報告書 

・ 刑事訴訟法５３条の２第２項の規定に該当する訴訟資料１～４

１８ 

・ 特商法に関する調査において当局（経産局）が入手した資料１

～５ 

・ 特商法に関する調査において当局（経産局）が作成した資料１

～４ 

・ 特商法に関する調査について経済産業省が作成した資料 

（３）原処分における処分庁の決定及びその理由 

処分庁は，本件開示請求を受け，法１８条１項の規定により，本件対

象保有個人情報のうち別表１の部分を不開示とし，それ以外の部分を開

示する旨の決定を行った。 

（４）審査請求人の主張 

ア 審査請求の趣旨 

     本件審査請求の趣旨は，本件開示請求に対し，平成２８年１０月１

９日付け「保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）」

（２０１６０６２１北海道第２４号）をもって処分庁が行った原処

分について，開示請求者である審査請求人が，原処分を取り消し，

不合理な理由により不開示とした部分の開示を求めるというもので

ある。 

イ 審査請求の理由 

     審査請求書に記載された審査請求の理由は，おおむね以下のとおり

である。 

（ア）審査請求人は，経産局から業務停止命令１年間という行政処分を

受けており，それを担当した職員等を隠すなどということは，あま
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りに無責任すぎる。自称経産局職員らが，本当に特商法２３条１項

の規定に基づいて業務を遂行していたのであれば，氏名等を知られ

たところで当該個人の権利利益を害する特段の支障が生じることは

あり得ないので理由になっていない。 

（イ）特定年月Ｂ，自称経産局職員だという者たちによる立入調査や事

情聴取を受けたが，その時から何が特商法の違反に当たるのか一切

説明を受けていないため，審査請求人はいまだに自覚もしていない

し，理解もしていない。このことから，会社経営者として，どこが

特商法に違反していたのか，また，なぜ違反に気付けなかったのか

等を把握する必要があり，業務改善のために保有個人情報の開示を

求めているのに，それを経産局が拒むのは明らかに不合理であり，

理由になっていない。 

（ウ）審査請求人が経営する会社の履歴事項全部証明書等を経産局が隠

す理由も意味もなく，理由にはなっていない。 

（エ）結局，違法行為（刑法１５６条及び１７２条）によって作成した

書類関係であるから開示できないだけであって理由になっていない。 

（オ）経産局は会社を行政処分にしておきながら，身に覚えのない被害

状況だけを開示し，その違反をした事実，客観的な根拠，証拠，担

当した経産局職員の名前及び役職等，何一つ開示しない。よって，

不開示理由は全て不正調査を隠すための言い訳であり不合理である。 

（５）審査請求人の主張についての検討 

    審査請求人は，別表１における行政文書中の不開示とした部分につい

て，いずれも不合理な理由により不開示とされており，当該部分の決定

を取り消して開示すべきである旨を主張しているので，以下，原処分の

妥当性について具体的に検討する。 

ア 本件審査請求部分が法１４条２号及び７号イの不開示情報に該当す

ることについて 

     審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（ア）及び

（イ）のとおり主張しているので，当該部分が法１４条２号及び７

号イに該当するか否かについて検討する。 

① 「１ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する

業務の停止について（特定年月日２ 特定番号３）」中の「起案

者の所属部署・氏名・印影，決裁者の所属部署・役職・印影」部

分 

② 「３ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する

業務の停止について（特定年月日２ 特定番号４）」中の「起案

者の所属部署・氏名・印影，決裁者の所属部署・役職・印影」部

分 
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③ 「６ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について（特定年月日１ 特定番号１）」中の「起案者の所

属部署・氏名・印影，決裁者の所属部署・役職・印影」部分 

④ 「７ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について（特定年月日１ 特定番号２）」中の「起案者の所

属部署・氏名・印影，決裁者の所属部署・役職・印影」部分 

⑤ 「８ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について」中の「起案者の所属部署・氏名・印影，決裁者の

所属部署・役職・印影」部分 

⑥ 「１１ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

１～５，７～９，１２～１８」中の「報告者の役職・氏名・印

影」部分 

⑦ 「１２ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

６，１０，１１」中の「報告者の役職・氏名・印影」部分 

⑧ 「１３ 特商法に関する調査に係る決裁文書１」中の「起案者

の所属部署・氏名・印影，決裁者の所属部署・役職・印影」部分 

当該部分は，開示請求者以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものであり，法１４条２号前段に該当

する。 

また，特商法は罰則規定を有しており，行政調査及びその処分を端

緒に刑事事件にも発展し得る性質のものであることを鑑みれば，当

該情報を公にすると，個別事案の検討等の結果について，その内容

に不満を持つ利害関係人からの嫌がらせ等が行われ，当該職員個人

に危害が及ぶ可能性があり，職員個人としての権利利益が害される

特段の支障が生じるおそれがあり，加えて，当該情報が公になるこ

とで職員が萎縮すること等により今後の特商法の調査，執行等に係

る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれがあることか

ら，法１４条２号ただし書に該当せず，かつ７号イに該当するため，

不開示とした原処分は妥当である。 

イ 本件審査請求部分が法１４条７号イの不開示情報に該当することに

ついて 

審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（イ）のと

おり主張しているので，当該部分が法１４条７号イに該当するか否

かについて検討する。 

① 「１ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する

業務の停止について（特定年月日２ 特定番号３）」中の「起案

日，決裁日，施行注意，伺い内容の一部」部分 

② 「３ 特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する
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業務の停止について（特定年月日２ 特定番号４）」中の「起案

日，決裁日，施行注意，伺い内容の一部」部分 

③ 「６ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について（特定年月日１ 特定番号１）」中の「起案日，決

裁日，施行注意，伺い内容の一部，２頁以降の記載の一部，資料

１及び２の一部」部分 

④ 「７ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について（特定年月日１ 特定番号２）」中の「起案日，決

裁日，施行注意，伺い内容の一部，２頁以降の記載の一部，資料

１及び２の一部」部分 

⑤ 「８ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について」中の「文書番号，起案日，決裁日，施行日，施行

注意，２頁以降の記載の一部，資料１の一部」部分 

⑥ 「１１ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

１～５，７～９，１２～１８」中の「年月日，件名，１頁本文の

一部，報告内容」部分 

⑦ 「１２ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

６，１０，１１」中の「様式番号，年月日，件名，１頁本文の一

部，報告内容」部分 

⑧ 「１３ 特商法に関する調査に係る決裁文書１」中の「文書番

号，あて先，起案日，決裁日，施行日，施行注意，件名，伺いの

一部，２頁～１０頁，１６頁及び１７頁の記載」部分 

⑨ 「１４ 提出書１～３」中の「文書日付，品名，数量」部分 

⑩ 「１５ 所有権放棄書１～３」中の「文書日付，品名，数量」

部分 

⑪ 「１６ 返還請書１～６」中の「文書日付，品名，数量」部分 

⑫ 「１７ 決算報告書」中の「事務処理に関する記載」部分 

当該部分は，経産局が特商法違反事実の認定を行うに当たって考慮

した事実等が全体にわたって具体的に記載されており，これらの情

報が開示されると，同局が特商法違反事実を認定するために行う検

査に着手する時期や検査に必要な期間，実施状況，及び，検査にお

いて必要な資料等の調査内容，調査方法，着目点，考え方等が明ら

かになるおそれがあり，それらを基に，今後，同種の検査対象とな

る事業主が隠匿を行うなど，同局が行う検査事務に関し，違法又は

不当な行為を容易にし，又はその発見を困難にするおそれがある。

よって，これらの情報を公にすることにより，今後同種事案におい

て，正確な事実の把握を困難にするおそれがあることから，法１４

条７号イに該当するため不開示とした原処分は妥当である。 
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ウ 本件審査請求部分が法１４条３号イの不開示情報に該当することに

ついて 

審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（イ）のと

おり主張しているので，当該部分が法１４条３号イに該当するか否

かについて検討する。 

① 「８ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の

付与について」中の「あて先，書面受領に係る記載，２頁以降の

記載の一部，資料１の一部」部分 

② 「１１ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

１～５，７～９，１２～１８」中の「１頁本文の一部，報告内

容」部分 

③ 「１２ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書

６，１０，１１」中の「１頁本文の一部，報告内容」部分 

④ 「１３ 特商法に関する調査に係る決裁文書１」中の「あて先，

伺いの一部，２頁～１０頁，１６頁及び１７頁の記載」部分 

当該部分は，経産局が特商法違反の認定及び本件処分を行うに当た

って行った調査に関する事項で法人に関する情報が記載されている

ところ，当該法人は審査請求人が経営する法人ではないため，審査

請求人が知り得る情報には該当しない。今般不開示とした部分は，

開示することにより，当該法人が特商法違反の検査対象であったこ

とが明らかとなる等，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるため，法１４条３号イに該当し，かつ，

同号ただし書にも該当しないことから不開示とした原処分は妥当で

ある。 

エ 本件審査請求部分が法１４条２号，３号イ及び７号イの不開示情報

に該当することについて 

審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（ア）及び

（イ）のとおり主張しているので，当該部分が法１４条２号，３号

イ及び７号イに該当するか否かについて検討する。 

① 「１９ 特商法に関する調査において当局が入手した資料１～

５」中の「記載内容の全て」部分 

② 「２０ 特商法に関する調査において当局が作成した資料１～

４」中の「記載内容の全て」部分 

③ 「２１ 特商法に関する調査について経済産業省が作成した資

料」中の「記載内容の全て」部分 

当該部分のうち上記①については，経産局が特商法違反の認定事務

に際し，検査を行った事業者から入手したものであり，当該文書内

には，審査請求人以外の第三者の情報が記載されており，開示請求
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者以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することが

できるものであることから，法１４条２号に該当し，かつ，同号た

だし書のいずれにも該当しない。また，当該文書内には，経産局が

特商法違反の認定及び本件処分を行うに当たって行った調査に関す

る事項で法人に関する情報が記載されているところ，当該法人は審

査請求人が経営する法人ではないため，審査請求人が知り得る情報

ではなく，今般不開示とした部分を開示することにより，当該法人

が特商法違反の検査対象であったことが明らかとなる等，当該法人

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため，

同条３号イに該当し，かつ，同号ただし書にも該当しない。さらに

本文書を開示することにより，経産局が特商法違反を認定するに当

たり，被害者からどのような情報を取得していたかが明らかとなり，

検査において必要な資料等の調査内容，調査方法，着目点，考え方

等が明らかになるおそれがあり，それらを基に，今後，同種の検査

対象となる事業主が隠匿を行うなど，同局が行う検査事務に関し，

違法又は不当な行為を容易にし，又はその発見を困難にするおそれ

がある。よって，これらの情報を公にすることにより，今後同種事

案において，正確な事実の把握を困難にするおそれがあることから，

同条７号イに該当する。 

上記②については，経産局が特商法違反の認定事務に際し，審査請

求人以外からの供述に基づき作成されたものであり，当該文書内に

は，審査請求人以外の第三者の氏名が記載されているほか，供述の

内容から，特定の個人を識別できるものであることから，法１４条

２号に該当し，かつ，同号ただし書のいずれにも該当しない。また，

当該文書内には，経産局が特商法違反の認定及び本件処分を行うに

当たって行った調査に関する事項で法人に関する情報が記載されて

いるところ，当該法人は審査請求人が経営する法人ではないため，

審査請求人が知り得る情報ではなく，今般不開示とした部分を開示

することにより，当該法人が特商法違反の検査対象であったことが

明らかとなる等，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるため，同条３号イに該当し，かつ，同号ただ

し書にも該当しない。さらに本文書を開示することにより，経産局

が特商法違反を認定するに当たり，関係者からどのような情報を取

得していたかが明らかとなり，検査において必要な資料等の調査内

容，調査方法，着目点，考え方等が明らかになるおそれがあり，そ

れらを基に，今後，同種の検査対象となる事業主が隠匿を行うなど，

同局が行う検査事務に関し，違法又は不当な行為を容易にし，又は

その発見を困難にするおそれがある。よって，これらの情報を公に
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することにより，今後同種事案において，正確な事実の把握を困難

にするおそれがあることから，同条７号イに該当する。 

上記③については，本事案以外を含む，経済産業省が行った特商法

に係る行政処分の結果をまとめたものであり，当該文書内には，審

査請求人以外の第三者の氏名が記載されていることから，法１４条

２号に該当し，かつ，同号ただし書のいずれにも該当しない。また，

当該文書内には，経済産業省が特商法違反の認定及び処分を行うに

当たって行った調査に関する事項で法人に関する情報が記載されて

いるが，審査請求人が知り得る情報ではなく，今般不開示とした部

分は，開示することにより，当該法人が特商法違反の検査対象であ

ったことが明らかとなる等，当該法人の権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるため，同条３号イに該当し，かつ，

同号ただし書にも該当しない。さらに本文書を開示することにより，

経済産業省が特商法違反を認定するに当たり，関係者からどのよう

な情報を取得していたかが明らかとなり，検査において必要な資料

等の調査内容，調査方法，着目点，考え方等が明らかになるおそれ

があり，それらを基に，今後，同種の検査対象となる事業主が隠匿

を行うなど，今後の検査事務に関し，違法又は不当な行為を容易に

し，又はその発見を困難にするおそれがある。よって，これらの情

報を公にすることにより，今後同種事案において，正確な事実の把

握を困難にするおそれがあることから，同条７号イに該当する。 

よって，上記より，不開示とした原処分は妥当である。 

オ 本件審査請求部分が商業登記法１４１条の適用除外に該当すること

について 

審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（ウ）のと

おり主張しているので，当該部分が商業登記法１４１条の適用除外

に該当するか否かについて検討する。 

① 「５ 履歴事項全部証明書１～５」中の「記載内容の全て」部

分 

② 「１３ 特商法に関する調査に係る決裁文書１」中の「１１頁

～１５頁の履歴事項全部証明書」部分 

商業登記法１４１条は「登記簿及びその附属書類に記録されている

保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５８号）第２条第５項に規定する保有個人情報

をいう。）については，同法第４章の規定は，適用しない。」と規

定していることから，商業登記法１４１条に規定する「登記簿及び

その附属書類」に該当するため，法４章の規定は適用されないので

不開示とした原処分は妥当である。 
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カ 本件審査請求部分が刑事訴訟法５３条の２第２項の適用除外に該当

することについて 

審査請求人は，下記不開示部分について，上記（４）イ（エ）のと

おり主張しているので，当該部分が刑事訴訟法５３条の２第２項の

適用除外に該当するか否かについて検討する。 

① 「１８ 刑事訴訟法５３条の２第２項の規定に該当する訴訟資

料１～４１８」中の「記載内容の全て」部分 

刑事訴訟法５３条の２第２項は「訴訟に関する書類及び押収物に記

録されている個人情報については，行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）第４章及び独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５９号）第４章の規定は，適用しない。」と規定していることから，

特商法に係る調査に関連して，経産局が押収を受けた若しくは提出

した又は受理した資料で刑事訴訟法５３条の２第２項に規定する

「訴訟に関する書類及び押収物」に該当するため，法４章の規定は

適用されないので不開示とした原処分は妥当である。 

（６）結論 

    以上のとおり，本件審査請求については，何ら理由がなく，原処分の

正当性を覆すものではない。 

    したがって，本件審査請求については，棄却することとしたい。 

 ２ 補充理由説明書 

起案者の所属部署，氏名及び印影並びに決裁者の所属部署，役職及び印

影（文書１，文書３，文書６ないし文書８及び文書１３の各１枚目）につ

いて 

上記部分は，開示請求者以外の個人に関する情報であって，特定の個人

を識別することができるものであり，当該情報を公にすると，当該個人の

権利利益が害される特段の支障が生じるおそれがあること，また，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にする

おそれがあることから，法１４条２号及び７号イに該当し，かつ，同条２

号ただし書のいずれにも該当しないことから不開示としたが，上記の各文

書は，いずれも特商法の行政処分に係る決裁文書であり，上記部分が公に

なると，特商法の行政処分に関与した職員の氏名，所属部署及び役職等が

明らかとなり，当該職員が行政処分の対象となる法人の関係者等から嫌が

らせや攻撃の対象とされ，又は直接若しくは間接の不当な接触等により，

懐柔又は干渉を加えられるおそれがある。その結果，当該職員が特商法違

反の疑いのある事案に対して，調査結果をありのままに報告することや必

要な関係資料を提出すること，さらには必要な行政処分を決定すること自

体をちゅうちょするなど，正確な事実の把握が困難となり，特商法に係る
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事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱

書きの不開示事由を追加する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年４月４日    諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２７日        審議 

④ 同年５月１７日      審査請求人から意見書１を収受 

⑤ 平成３０年９月２０日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑥ 同年１０月９日      諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑦ 同年１１月２日      審査請求人から意見書２を収受 

⑧ 同月２１日        審議 

⑨ 同月２７日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件開示請求は，本件請求保有個人情報の開示を求めるものであり，処

分庁は，本件対象保有個人情報として，別紙１に掲げる文書１ないし文書

２１に記録された保有個人情報を特定し，その一部について，法１４条２

号，３号イ及び７号イに該当する部分並びに商業登記法１４１条及び刑事

訴訟法５３条の２第２項により法の規定が適用されない部分を不開示とす

る原処分を行った。 

審査請求人は，原処分の取消しを求めており，諮問庁は，上記第３の２

のとおり，法１４条７号柱書きに係る不開示理由を追加した上で，原処分

を妥当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の見分結果に基

づき，保有個人情報該当性，不開示情報該当性及び法の第４章の規定の適

用の可否について検討する。 

２ 保有個人情報該当性について 

  当審査会において，文書１ないし文書２１の不開示部分を確認したとこ

ろ，別紙２に掲げる部分には，審査請求人以外の特定個人の氏名等の個人

識別情報や特商法違反に係る経産局の調査内容等が記載されていることが

認められる。 

  当該不開示部分には，審査請求人の氏名その他審査請求人個人を識別す

ることができる記述は認められず，また，他の情報と照合することによっ

て審査請求人個人を識別することができる記述も認められない。 

  したがって，当該不開示部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報

には該当しないことから，これを不開示としたことは結論において妥当で

ある。 

３ 不開示情報該当性について 
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（１）別表２に掲げる各文書に記録された本件対象保有個人情報の各不開示

部分について 

ア 上記の各不開示部分には，起案者の所属部署，氏名及び印影並びに

決裁者の所属部署，役職及び印影が記載されている。 

イ 上記の各文書は，特商法の規定に基づき特定会社に対して行った業

務停止命令（以下「本件業務停止命令」という。）等に係る決裁文書

であるが，当該部分を不開示としたことについて，当審査会事務局職

員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があ

った。 

（ア）本件業務停止命令に係る事案においては，以下の特殊な事情があ

ることを考慮する必要がある。 

ａ 処分庁は，本件業務停止命令を行った際，同停止命令に係る事

実が刑法上の特定犯罪に該当すると思料されるとして，特定都道

府県警察に対し関係者の処罰を求め告発しており，特定都道府県

警察においては当該事実を端緒に捜査を行い，刑事事件として取

り扱っている。これは，特商法違反の事案としては異例のことで

ある。 

ｂ 本件業務停止命令の対象となった特定会社の関係者は，上記刑

事事件に係る裁判の判決が確定してから数年後に，本件開示請求

を行うために処分庁の窓口に来庁し，特定調査を行った職員名が

知りたいなどと申し述べ，本件業務停止命令を決定した稟議書又

は職員名簿等の開示を求めた経緯がある。 

ｃ さらに，本件業務停止命令の対象となった特定会社の関係者は，

当該行政処分の決定以前も，自治体から指導を受ける度に別の会

社を設立しては，特商法に違反する行為を繰り返してきたことが

明らかになっている。 

こうした事情を総合的に勘案すれば，本件業務停止命令の決定

に関与した経産局の職員やその家族は，当該行政処分の対象と

なった特定会社の関係者等から嫌がらせや攻撃の対象にされた

り，又は直接若しくは間接の不当な接触等により様々な懐柔，

干渉を加えられたりするおそれが，他の特商法違反事案と比較

しても，特に強いと考えられる。 

（イ）そのため，仮に本件業務停止命令の決定に関与した職員の氏名や，

これを推測し得る所属部署名等を開示すれば，当該職員が特商法違

反の疑いのある関連事案に対して，調査結果をありのままに報告す

ることや必要な関係資料を提出すること，さらには，必要な行政処

分を決定すること自体をちゅうちょすることが予想され，その結果，

正確な事実の把握が困難となり，特商法に係る事務の適正な遂行に
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支障を及ぼすおそれがある。 

（ウ）なお，「起案者の所属部署」及び「決裁者の所属部署及び役職」

については，本件業務停止命令を行った当時，特商法違反による行

政処分を担当する部署は事案ごとに異なり，公にしていなかった。 

ウ 当該部分を公にすると，本件業務停止命令に係る特殊性に鑑み，同

停止命令の決定に関与した職員が，当該行政処分の対象となった法人

の関係者から嫌がらせや攻撃の対象とされるなどの結果，特商法に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記イの諮問

庁の説明は否定し難く，これを覆すに足りる事情も認められない。 

  したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きの不開示情報

に該当し，同条２号及び７号イについて判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当である。 

（２）別表３に掲げる各文書に記録された本件対象保有個人情報の各不開示

部分について 

   上記の各不開示部分には，経産局が行った特商法違反の業務の停止等

に係る詳細な調査結果及び報告内容等が記載されている。 

これらは経産局が行う特商法違反の認定に係る事務に関する情報であ

るから，各不開示部分を開示すると，特商法違反の事実認定を行うに当

たっての調査の具体的内容及び方法等が明らかとなる結果，今後の同種

の調査に際して，調査対象者が事前に対策を講じることを可能ならしめ，

調査の実効性が損なわれ，取締りに関し，違法若しくは不当な行為を容

易にし，又はその発見を困難にするおそれがあるものと認められる。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号イに該当し，同条２号

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （３）別表４に掲げる各文書に記録された本件対象保有個人情報の各不開示

部分について 

ア 上記の各不開示部分について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

（ア）文書１４は，経産局が特商法違反の事実の認定を行う調査過程に

おいて，審査請求人が代表である複数の法人が経産局に任意に提出

する物件について，当該各法人が経産局に対して提出した「提出

書」である。 

文書１５は，文書１４に記載された提出物件のうち，所有権を放

棄する物件について，当該物件を提出した各法人が経産局に対して

提出した「所有権放棄書」である。 

文書１６は，文書１４に記載された提出物件のうち，返還を受け

る旨を表明して，その後返還を受けた物件について，当該物件の返

還を受けた法人が経産局に対して提出した「返還請書」である。 
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（イ）経産局においては，特商法違反の事実の認定を行う調査の過程に

おいて，特商法６６条にいう販売業者等から必要な物件の任意の提

出を受ける場合，販売業者等からは，提出物件と共に，提出物件を

記載した「提出書」（文書１４と同様式）の提出を受けることとな

っている。「提出書」は複写式の様式ではないため，経産局は，当

該業者等に対して，提出された物件名が記載された「受取品交付

書」と題する書面を交付している。 

また，販売業者等は，上記提出書の「提出者処分意見」欄におい

て，提出物件の所有権を放棄する旨表明した物件については，「所

有権放棄書」（文書１５と同様式）を，同欄において，返還を受け

る旨表明して，その後返還を受けた物件については，「返還請書」

（文書１６と同様式）をそれぞれ経産局に提出することとなってい

る。 

   （ウ）経産局においては，物件提出当時，審査請求人が代表である複数

の法人に対し，文書１４の「提出書」と同内容の「受取品交付書」

を交付しているが，文書１４ないし文書１６の写しは交付していな

い。 

   （エ）文書１４ないし文書１６の各不開示部分には，具体的な日付，提

出物件の品名及び数量が記載されており，これらの情報が開示され

ると，特定会社による特商法違反の事実認定を行うに当たって必要

とした物件名等が明らかになり，それらを基に，今後，特商法の対

象となる事業者が関係物件の隠蔽を行うなど，違法若しくは不当な

行為を容易にし，又はその発見を困難にするおそれがあることから，

法１４条７号イに該当するため不開示とした。 

   イ 文書１４ないし文書１６は，上記アの諮問庁の説明のとおり，審査

請求人が代表である複数の法人が経産局に対して提出した「提出

書」，「所有権放棄書」及び「返還請書」であり，当該各文書には

審査請求人の氏名が記載されている。 

諮問庁は，文書１４ないし文書１６の写しを当該各法人に交付して

いない旨説明する。しかしながら，文書１４ないし文書１６は，審

査請求人が代表である当該各法人が経産局に対して提出したもので

あり，当該各文書に記載された情報は当該各法人の代表である審査

請求人が知り得る情報であると認められることから，当該各不開示

部分は，これを開示しても，特商法違反の取締り等に関し違法若し

くは不当な行為を容易にし，又はその発見を困難にするおそれがあ

るとは認められない。 

     したがって，当該各不開示部分は，法１４条７号イに該当せず，開

示すべきである。   
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 ４ 本件対象保有個人情報に対する法の第４章の規定の適用の可否について 

（１）商業登記法に係る部分について  

  ア 別表５に掲げる不開示部分のうち，文書５及び文書１３に係る不開

示部分は，法人の履歴事項全部証明書（以下「本件履歴事項全部証明

書」という。）である。 

  イ 原処分において，本件履歴事項全部証明書を不開示としたことにつ

いて，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁

から次のとおり説明があった。 

（ア）商業登記法１４１条は，「登記簿及びその附属書類に記録されて

いる保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５８号）第２条第５項に規定する保有個人情

報をいう。）については，同法第４章の規定は，適用しない。」と

規定している。 

（イ）本件履歴事項全部証明書は，履歴事項全部証明書の写しであると

ころ，履歴事項全部証明書は，商業登記法１０条にいう登記簿に記

録されている事項を証明した書面に当たり，同法１４１条の登記簿

に該当することから，本件履歴事項全部証明書に記録された本件対

象保有個人情報は，同条の「登記簿及びその附属書類に記録されて

いる保有個人情報」に該当し，法の第４章の規定は適用されないも

のと認められることから不開示とした。 

ウ 商業登記法１４１条の趣旨は，登記，特許手続その他の専ら私人間

の取引の安全等を図り，私法上の権利を保護するために，公に表示し

又は証明する制度における公簿等の謄本・抄本の交付又は閲覧手続を，

一般的な行政文書の開示とは異なる独自の完結した体系的な開示制度

とすることであり，これらの公簿等について認証のない写しの交付等

を認めることは，登記等の認証制度の趣旨を損なうことから，法の適

用除外とするものであると解される。 

エ 当審査会において，本件履歴事項全部証明書を確認したところ，い

ずれも，法人の履歴事項全部証明書の写しであり，各履歴事項全部証

明書の末尾には，「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない

事項の全部であることを証明した書面である。」との文章とともに，

発行年月日，登記官の所属，氏名及び印影が記載されていることから

すれば，本件履歴事項全部証明書は，公簿等の謄本・抄本の交付手続

に従って交付された証明書の写しであることが認められる。 

オ 商業登記法１４１条の規定は，法の下で公簿等の認証のない写しの

交付等が行われる事態をあらかじめ排除することにより，登記等の認

証制度の正確性を確保する趣旨であると解されることに鑑みれば，本

件履歴事項全部証明書は，公簿等の謄本・抄本の交付手続に従って交
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付された証明書の写しであると認められることから，本件履歴事項全

部証明書に記録されている本件対象保有個人情報は，商業登記法１４

１条の規定により法の第４章の規定の適用が除外される「登記簿及び

その附属書類に記録されている保有個人情報」には該当しないものと

解される。 

カ したがって，本件履歴事項全部証明書について，法の規定が適用さ

れないとして不開示とした原処分には，商業登記法１４１条の解釈適

用の誤りがあることから，別表５に掲げる不開示部分のうち，文書５

及び文書１３に係る不開示部分を対象として，法の第４章の規定を適

用して改めて開示決定等をすべきである。 

（２）経産局が捜査機関に提出した資料について 

  ア 別表５に掲げる不開示部分のうち，文書１８に係る不開示部分は，

経産局が捜査機関に提出した資料である。 

イ 刑事訴訟法５３条の２第２項は，「訴訟に関する書類」については，

法の第４章の規定を適用しない旨を規定しているところ，同項に定め

る「訴訟に関する書類」とは，被疑事件・被告事件に関して作成又は

取得された書類をいい，同法５３条の訴訟記録に限られず，不提出記

録及び不起訴記録並びに刑事事件の捜査の過程で作成又は取得された

文書もこれに該当するものと解される。 

    刑事訴訟法５３条の２第２項が「訴訟に関する書類」につき法の第

４章の規定の適用を除外した趣旨は，これらの書類が類型的に秘密性

が高く，その大部分が個人に関する情報であるとともに，開示により

犯罪捜査や公訴の維持等に支障を及ぼすおそれが大きいものであるこ

とや，刑事訴訟手続の特殊性等を総合考慮した結果，これらの書類の

取扱いは刑事訴訟手続等に委ねることとしたものであると考えられる。 

ウ 原処分において，文書１８を刑事訴訟法５３条の２第２項に該当す

るとして不開示としたことについて，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

（ア）文書１８の各資料は，いずれも特定会社による特商法違反事件に

係る調査に関連して，経産局が当該会社から提出を受けた提出物件

及び調査資料等である。 

その後，経産局は，特商法違反事件に係る事実が刑法上の特定犯

罪に該当すると思料されるとして，関係者を特定都道府県警察に告

発しており，当該告発に関連して文書１８の訴訟資料１ないし訴訟

資料４１８を当該警察に提出した。 

   （イ）当該警察では，経産局の当該告発を端緒に捜査を行い，本件を刑

事事件として取り扱っており，当該警察に提出した原本の写しを処

分庁で保有していたことから，文書１８の訴訟資料１ないし訴訟資
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料４１８については，いずれも，刑事訴訟法５３条の２第２項の

「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当

すると判断し，法の第４章の規定は適用されないものとして，原処

分を行ったものである。 

（ウ）経産局においては，当該警察に提出した文書１８の訴訟資料１な

いし訴訟資料４１８が，当該刑事事件の捜査及びその後の訴訟にお

いてどのように扱われたのかは承知していない。 

  エ 当審査会において，改めて文書１８の訴訟資料１ないし訴訟資料４

１８について確認したところ，別表６に掲げる部分は，刑事訴訟法５

３条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録され

ている個人情報」に該当する情報が記録されていることが認められる。 

したがって，当該部分について，刑事訴訟法５３条の２第２項の規

定に基づいて，法４章の規定は適用されないとして不開示としたこ

とは妥当である。 

オ しかしながら，上記ウの諮問庁の説明によれば，文書１８の訴訟資

料１ないし訴訟資料４１８のうち，別表６に掲げる部分を除く部分は，

特商法の規定に基づき，処分庁が作成又は取得したものであって，告

発に関連して捜査機関に提出されたものであるとのことである。 

そうすると，これらの訴訟資料は刑事事件に関して作成，取得した

文書ではないので，刑事訴訟法５３条の２第２項の「訴訟に関する

書類及び押収物」には該当せず，これに記録されている本件対象保

有個人情報は，法の適用される保有個人情報に該当すると認められ

る。 

  カ したがって，文書１８の訴訟資料１ないし訴訟資料４１８のうち，

別表６に掲げる部分を除く部分について，法の規定が適用されないと

して不開示とした原処分には，刑事訴訟法５３条の２第２項の解釈適

用の誤りがあることから，当該部分を対象として，法の第４章の規定

を適用して改めて開示決定等をすべきである。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求に対し，本体対象保

有個人情報を特定し，その一部を法の第４章の規定は適用されない，又は

法１４条２号，３号イ及び７号イに該当するとして不開示とした決定につ

いては，処分庁が同条２号，３号イ並びに７号柱書き及びイに該当するこ

とから不開示とすべきとしている部分のうち，別表２及び別表３に掲げる

部分は，同条７号柱書き及びイに該当すると認められるので，同条２号に
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ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であり，別表６に掲

げる部分は，刑事訴訟法５３条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類

及び押収物に記録されている個人情報」に該当すると認められるので，不

開示としたことは妥当であり，別紙２に掲げる部分は，審査請求人を本人

とする保有個人情報に該当しないと認められるので，不開示としたことは

結論において妥当であるが，別表４に掲げる部分は，同条７号イに該当せ

ず，開示すべきであり，別表５に掲げる部分のうち別表６に掲げる部分を

除く部分は，商業登記法１４１条に規定する「登記簿及びその附属書類に

記録されている保有個人情報」及び刑事訴訟法５３条の２第２項に規定す

る「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」のいずれに

も該当せず，法の規定が適用される保有個人情報に該当するとして改めて

開示決定等をすべきであると判断した。 

（第２部会） 

 委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙１ 

 

文書１  特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停止

について（特定年月日２ 特定番号３） 

文書２  特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停止

について（特定年月日２ 特定番号３施行文書写し） 

文書３  特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停止

について（特定年月日２ 特定番号４） 

文書４  特商法２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に関する業務の停止

について（特定年月日２ 特定番号４施行文書写し） 

文書５  履歴事項全部証明書１～５ 

文書６  行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につい

て（特定年月日１ 特定番号１） 

文書７  行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につい

て（特定年月日１ 特定番号２） 

文書８  行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につい

て 

文書９  行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につい

て（特定年月日１ 特定番号１施行文書写し）  

文書１０ 行政手続法１３条１項２号の規定に基づく弁明の機会の付与につい

て（特定年月日１ 特定番号２施行文書写し） 

文書１１ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書１～５，７～

９，１２～１８ 

文書１２ 特商法に関する調査に係る消費経済課長宛ての報告書６，１０，１

１ 

文書１３ 特商法に関する調査に係る決裁文書１ 

文書１４ 提出書１～３ 

文書１５ 所有権放棄書１～３ 

文書１６ 返還請書１～６ 

文書１７ 決算報告書 

文書１８ 刑事訴訟法５３条の２第２項の規定に該当する訴訟資料１～４１８ 

文書１９ 特商法に関する調査において当局が入手した資料１～５ 

文書２０ 特商法に関する調査において当局が作成した資料１～４ 

文書２１ 特商法に関する調査について経済産業省が作成した資料 
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別表１ 

 

文書

番号 

開示する保

有個人情報 

不開示とし

た部分 
不開示とした理由 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法２３

条１項の規

定に基づく

電話勧誘販

売に関する

業務の停止

に つ い て

（特定年月

日２  特定

番号３） 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

起案日，決

裁日，施行

注意，伺い

内容の一部 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法２３

条１項の規

定に基づく

電話勧誘販

売に関する

業務の停止

に つ い て

（特定年月

日２  特定

番号３施行

文書写し） 

無し（全部

開示） 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法２３

条１項の規

定に基づく

電話勧誘販

売に関する

業務の停止

に つ い て

（特定年月

日２  特定

番号４） 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

起案日，決

裁日，施行

注意，伺い

内容の一部 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法２３

条１項の規

定に基づく

電話勧誘販

売に関する

業務の停止

に つ い て

（特定年月

日２  特定

番号４施行

文書写し） 

無し（全部

開示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

履歴事項全

部証明書１

～５ 

記載内容の

全て 

商業登記法１４１条に規定する「登記簿

及びその附属書類」に該当するため，法の

第４章の規定は適用されないので不開示と

した。 
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６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政手続法

１３条１項

２号の規定

に基づく弁

明の機会の

付与につい

て（特定年

月日１  特

定番号１） 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

起案日，決

裁日，施行

注意，伺い

内 容 の 一

部，２頁以

降の記載の

一部，資料

１及び２の

一部 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政手続法

１３条１項

２号の規定

に基づく弁

明の機会の

付与につい

て（特定年

月日１  特

定番号２） 

 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

 

 

 

 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

 

 起案日，決

裁日，施行

注意，伺い

内容の一部 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情 
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２頁以降の

記 載 の 一

部，資料１

及び２の一

部 

報であって，公にすることにより，経産局 

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

  ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政手続法

１３条１項

２号の規定

に基づく弁

明の機会の

付与につい

て 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行に係る事務に関し，正

確な事実の把握を困難にするおそれがある

ことから，法１４条２号及び７号イに該当

し，かつ，同条２号ただし書のいずれにも

該当しないことから不開示とした。 

文書番号，

起案日，決

裁日，施行

日，施行注

意，２頁以

降の記載の

一部，資料

１の一部 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あて先，書

面受領に係

る記載，２

頁以降の記

載の一部，

資料１の一

部 

経産局が特商法違反の認定及び本件処分

を行うに当たって行った調査に関する事項

で法人に関する情報が記載されているとこ

ろ，開示することにより，当該法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあり，法１４条３号イに該当

し，かつ，同号ただし書にも該当しないこ

とから不開示とした。 
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９ 行政手続法

１３条１項

２号の規定

に基づく弁

明の機会の

付与につい

て（特定年

月日１  特

定番号１施

行 文 書 写

し） 

無し（全部

開示） 

  

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政手続法

１３条１項

２号の規定

に基づく弁

明の機会の

付与につい

て（特定年

月日１  特

定番号２施

行 文 書 写

し） 

無し（全部

開示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法に関

する調査に

係る消費経

済課長宛て

の報告書１

～５，７～

９，１２～

１８ 

報告者の役

職・氏名・

印影 

 

 

 

 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

年月日，件

名，１頁本

文の一部，

報告内容 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情 
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 報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

１頁本文の

一部，報告

内容 

経産局が特商法違反の認定及び本件処分

を行うに当たって行った調査に関する事項

で法人に関する情報が記載されているとこ

ろ，開示することにより，当該法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあり，法１４条３号イに該当

し，かつ，同号ただし書にも該当しないこ

とから不開示とした。 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法に関

する調査に

係る消費経

済課長宛て

の 報 告 書

６，１０，

１１ 

 

 

 

 

報告者の役

職・氏名・

印影 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

様式番号，

年月日，件

名，１頁本

文の一部，

報告内容 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって 

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら 

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 
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１頁本文の

一部，報告

内容 

経産局が特商法違反の認定及び本件処分

を行うに当たって行った調査に関する事項

で法人に関する情報が記載されているとこ

ろ，開示することにより，当該法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあり，法１４条３号イに該当

し，かつ，同号ただし書にも該当しないこ

とから不開示とした。 

１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法に関

する調査に

係る決裁文

書１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起案者の所

属部署・氏

名・印影，

決裁者の所

属部署・役

職・印影 

 

 

 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないことから不開示とした。 

文書番号，

あて先，起

案日，決裁

日 ， 施 行

日，施行注

意，件名，

伺 い の 一

部，２頁～

１０頁，１

６頁及び１

７頁の記載 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

あて先，伺

いの一部，

２頁～１０

頁，１６頁

及び１７頁

の記載 

経産局が特商法違反の認定及び本件処分

を行うに当たって行った調査に関する事項

で法人に関する情報が記載されているとこ

ろ，開示することにより，当該法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあり，法１４条３号イに該当

し，かつ，同号ただし書にも該当しないこ

とから不開示とした。 
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１１頁～１

５頁の履歴

事項全部証

明書 

商業登記法１４１条に規定する「登記簿

及びその附属書類」に該当するため，法の

第４章の規定は適用されないので不開示と

した。 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書１～

３ 

文書日付，

品名，数量 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権放棄

書１～３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書日付，

品名，数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって

具体的に記載されており，これらの情報

は，経産局が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，経産局

が特商法違反事実を認定するために行う調

査の内容，方法，着目点，考え方等が明ら

かとなり，今後同種事案において，正確な

事実の把握を困難にするおそれがあること

から，法１４条７号イに該当するため不開

示とした。 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返還請書１

～６ 

文書日付，

品名，数量 

 

 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が全体にわたって 

具体的に記載されており，これらの情報は 

経産局が行う事務又は事業に関する情報で

あって，公にすることにより，経産局が特

商法違反事実を認定するために行う調査の

内容，方法，着目点，考え方等が明らかと

なり，今後同種事案において，正確な事実

の把握を困難にするおそれがあることか

ら，法１４条７号イに該当するため不開示

とした。 
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１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算報告書 事務処理に

関する記載 

経産局が特商法違反事実の認定を行うに

当たって考慮した事実等が記載されてお

り，これらの情報は，経産局が行う事務又

は事業に関する情報であって，公にするこ

とにより，経産局が特商法違反事実を認定

するために行う調査の内容，方法，着目

点，考え方等が明らかとなり，今後同種事

案において，正確な事実の把握を困難にす

るおそれがあることから，法１４条７号イ

に該当するため不開示とした。 

１８ 

 

 

 

 

 

刑事訴訟法

５３条の２

第２項の規

定に該当す

る訴訟資料

１～４１８ 

記載内容の

全て 

 

 

 

 

特商法に係る調査に関連して，経産局が

押収を受けた若しくは提出した又は受理し

た資料で刑事訴訟法５３条の２第２項に規

定する「訴訟に関する書類及び押収物」に

該当するため，法の第４章の規定は適用さ

れないので不開示とした。 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法に関

する調査に

おいて当局

が入手した

資料１～５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の

全て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないため，また，経産局が特商法

違反の認定及び本件処分を行うに当たって

行った調査に関する事項で法人に関する情

報が記載されているところ，開示すること

により，当該法人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあり，同

条３号イに該当し，かつ，同号ただし書に

も該当しないため，さらに，経産局が特商

法違反事実の認定を行うに当たって考慮し

た事実等が全体にわたって具体的に記載さ

れており，これらの情報は，経産局が行う

事務又は事業に関する情報であって，公に
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することにより，経産局が特商法違反事実

を認定するために行う調査の内容，方法，

着目点，考え方等が明らかとなり，今後同

種事案において，正確な事実の把握を困難

にするおそれがあることから，同条７号イ

に該当するため，不開示とした。 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特商法に関

する調査に

おいて当局

が作成した

資料１～４ 

記載内容の

全て 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該

個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないため，また，経産局が特商法

違反の認定及び本件処分を行うに当たって

行った調査に関する事項で法人に関する情

報が記載されているところ，開示すること

により，当該法人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあり，同

条３号イに該当し，かつ，同号ただし書に

も該当しないため，さらに，経産局が特商

法違反事実の認定を行うに当たって考慮し

た事実等が全体にわたって具体的に記載さ

れており，これらの情報は，経産局が行う

事務又は事業に関する情報であって，公に

することにより，経産局が特商法違反事実

を認定するに認定するために行う調査の内

容，方法，着目点，考え方等が明らかとな

り，今後同種事案において，正確な事実の

把握を困難にするおそれがあることから，

同条７号イに該当するため，不開示とし

た。 

２１ 

 

 

特商法に関

する調査に

ついて経済

記載内容の

全て 

開示請求者以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる

ものであり，当該情報を公にすると，当該 
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産業省が作

成した資料 

 個人の権利利益を害する特段の支障が生じ

るおそれがあること，それに伴い，今後の

特商法の調査，執行等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれがあ

ることから，法１４条２号及び７号イに該

当し，かつ，同条２号ただし書のいずれに

も該当しないため，また，経産局が特商法

違反の認定及び本件処分を行うに当たって

行った調査に関する事項で法人に関する情

報が記載されているところ，開示すること

により，当該法人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあり，同

条３号イに該当し，かつ，同号ただし書に

も該当しないため，さらに，経産局が特商

法違反事実の認定を行うに当たって考慮し

た事実等が全体にわたって具体的に記載さ

れており，これらの情報は，経産局が行う

事務又は事業に関する情報であって，公に

することにより，経産局が特商法違反事実

を認定するために行う調査の内容，方法，

着目点，考え方等が明らかとなり，今後同

種事案において，正確な事実の把握を困難

にするおそれがあることから，同条７号イ

に該当するため，不開示とした。 
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別表２ 

 

不開示部分（法１４条２号並びに７号柱書き及びイ該当） 

文書

番号 
文書名 該当箇所（各文書の１枚目） 

１ 

特商法２３条１項の規定に基づく電

話勧誘販売に関する業務の停止につ

いて（特定年月日２ 特定番号３） 

起案者欄の起案者の所属部署，

氏名及び印影並びに伺い欄の下

枠内の決裁者の所属部署，役職

及び印影 

 ３ 

特商法２３条１項の規定に基づく電

話勧誘販売に関する業務の停止につ

いて（特定年月日２ 特定番号４） 

６ 

行政手続法１３条１項２号の規定に

基づく弁明の機会の付与について

（特定年月日１ 特定番号１） 

７ 

行政手続法１３条１項２号の規定に

基づく弁明の機会の付与について

（特定年月日１ 特定番号２） 
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別表３  

 

不開示部分（法１４条２号及び７号イ該当） 

文書

番号 

文書名 枚目 該当箇所 

１ 特商法２３条１項の

規定に基づく電話勧

誘販売に関する業務

の停止について（特

定年月日２  特定番

号３） 

１ 「伺い」欄の部分 

３ 特商法２３条１項の

規定に基づく電話勧

誘販売に関する業務

の停止について（特

定年月日２  特定番

号４） 

１ 「伺い」欄の部分 

６ 行政手続法１３条１

項２号の規定に基づ

く弁明の機会の付与

について（特定年月

日１ 特定番号１） 

２ 下から３行目 

３ 全て 

９ ３行目ないし５行目及び１３行目な

いし２４行目 

１３ １８行目ないし２２行目 

７ 行政手続法１３条１

項２号の規定に基づ

く弁明の機会の付与

について（特定年月

日１ 特定番号２） 

２ 下から３行目 

３ 全て 

９ １行目ないし３行目及び１１行目な

いし２２行目 

１３ 下から１０行目ないし６行目 

８ 行政手続法１３条１

項２号の規定に基づ

く弁明の機会の付与

について 

９ 下から１７行目ないし９行目 

１１ 

 

 

 

 

 

特商法に関する調査

に係る消費経済課長

宛 て の 報 告 書 １ ～

５，７～９，１２～

１８ 

１ 下から２５行目ないし１０行目 

３ 上から１行目ないし６行目 

下から７行目ないし４行目 

９ １行目ないし１２行目 

１１ 

１３ 

全て（最上部中央枠内を除く。） 
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２９ 下から６行目及び５行目 

３１ １１行目ないし１８行目 

３３ １７行目ないし２２行目 

１２２ 

１４９ 

２２８ 

上から１行目及び右列の下から１２

行目ないし７行目 

３９１ 上段の左から１列目及び３列目ない

し６列目 

３９３ 上段及び下段の各上から１枠目及び

３枠目内ないし６枠目内並びに各枠

外記載 

３９７ １行目ないし３行目及び上段の最下

枠内 

３９９ 左から１列目及び３列目ないし６列

目 

４０１ １行目，３行目及び４行目 

４０２ １３行目ないし１７行目 

４０４ 下から２２行目，２１行目，１５行

目ないし１３行目及び６行目以降全

て 

４０６ １行目ないし３行目 

４１１ 下から７行目ないし５行目 

４１３ 下から１２行目ないし１０行目及び

７行目ないし２行目 

４１４ 下から１８行目ないし１２行目及び

７行目以降全て 

４１６ １行目ないし８行目 

４１７ １０行目ないし１２行目及び１５行

目ないし１９行目 

４２０ １行目ないし４行目，１４行目，３

６行目，４９行目及び５４行目ない

し５６行目 

左から１列目の上から１枠目，２枠

目，４枠目及び６枠目ないし９枠目 

４２１ 下から１５行目ないし１０行目及び

１行目 

４２３ 上から１行目ないし１３行目 
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下から１７行目及び１０行目 

４２６ ９行目以降全て 

４２８ １行目ないし３行目 

４３０ １行目及び２行目 

４３１ 上から１６行目及び１７行目 

下から６枠目及び５枠目内 

１２ 特商法に関する調査

に係る消費経済課長

宛ての報告書６，１

０，１１ 

１ １０行目ないし２１行目 

５ 下から８行目ないし６行目及び３行

目 

７ 全て 

９ 全て 

１１ 全て 

１３ 全て 

１５ 全て 

１７ 全て 

１９ 全て 

２１ 全て 

２３ 上から１行目，６行目，７行目，９

行目ないし１２行目，１３行目（左

から１文字目ないし４文字目）及び

１６行目ないし２２行目 

下から９行目，３行目及び２行目 

２５ ３行目（左から１文字目ないし４文

字目）及び８行目以降全て 

２７ 上から１行目，５行目ないし７行目

及び１１行目ないし２５行目 

下から４行目以降全て 

２９ 上から１行目ないし８行目，１０行

目，１５行目ないし１９行目及び２

２行目ないし２６行目 

下から５行目及び４行目ないし２行

目 

３１ 下から１１行目，１０行目及び７行

目ないし５行目 

３３ 上から９行目ないし１１行目及び１

３行目ないし１５行目 

下から１１行目，９行目（左から１
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文字目ないし４文字目），７行目な

いし３行目 

３５ ２行目以降全て 

３７ 上から１行目，２行目及び１１行目

ないし２１行目 

下から９行目以降全て 

３９ １行目，２行目，４行目ないし９行

目，１０行目（左から１文字目ない

し４文字目），１２行目ないし３１

行目及び３３行目以降全て 

４１ 上から１行目（左から１文字目ない

し４文字目），２行目ないし５行

目，８行目ないし１０行目及び１３

行目（左から１文字目ないし４文字

目） 

下から２０行目ないし７行目及び１

行目 

４３ 上から１行目ないし１４行目，１５

行目（左から１文字目ないし４文字

目）及び１６行目 

下から１２行目ないし１０行目及び

７行目以降全て 

４５ 上から１行目，５行目（左から１文

字目ないし４文字目），７行目ない

し９行目及び１４行目ないし１８行

目 

下から６行目及び４行目以降全て 

４７ 上から１行目ないし４行目，１２行

目ないし１７行目及び１９行目ない

し２４行目 

下から２行目 

４９ １行目（左から１文字目ないし４文

字目），２行目，３行目及び７行目

以降全て 

１０４ 下から１４行目ないし１０行目及び

３行目以降全て 

１０６ １行目ないし４行目 
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１０８ 上段左側 

２行目及び３行目 

１１０ 全て 

１１２ 全て 

１２０ ２行目ないし５行目 

中段の左枠内及び右枠内 

下段の左枠内 

１２２ １行目ないし５行目 

１３ 特商法に関する調査

に係る決裁文書１ 

８ 上から１行目並びに左側の上から１

枠目内，３枠目内及び４枠目内 

１７ 決算報告書 １ 

６ 

１０ 

１４ 

１８ 

２４ 

右上枠内 

１９ 特商法に関する調査

において当局が入手

した資料１～５ 

２ 

３ 

６ 

全て 

８ ２行目以降全て 

１０ 上から１枠目ないし６枠目，１３枠

目及び１４枠目 

１１ ２行目ないし９行目及び上から１枠

目ないし４枠目 

１２ ２行目以降全て 

２０ 特商法に関する調査

において当局が作成

した資料１～４ 

１ 上から２行目及び３行目 

下から３行目及び２行目 

９ 下から９行目ないし７行目 

１５ ３行目（左から１５文字目以降）及

び４行目ないし１０行目 

２５ ２行目ないし８行目 

上から１枠目ないし３枠目及び１１

枠目 

４９ 上から１枠目及び４枠目ないし６枠

目 

５０ ２行目以降全て 

５２ 上から１枠目ないし６枠目及び１３
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枠目及び１４枠目 

５３ ２行目以降全て 

５５ 上から１枠目ないし６枠目及び１３

枠目及び１４枠目 

２１ 特商法に関する調査

について経済産業省

が作成した資料 

３６な

いし４

５，５

２ない

し６１

及び８

６ 

全て 

４ 左から１列目の上から１枠目及び５

枠目並びに右から１列目の上からら

６枠目（１行目及び２行目）及び８

枠目（上から１行目及び３行目並び

に下から１行目） 

１８ １行目ないし９行目 

１９ ７行目ないし９行目及び１７行目な

いし２８行目 

２４ １行目ないし９行目 

２５ ５行目ないし７行目及び１５行目な

いし２６行目 

６８ 冒頭から件名までの全て 

６９ ３行目ないし１１行目 

７０ 

７５ 

１行目ないし４行目 

 

９２ １行目及び２行目 

９７ 下から２２行目及び１０行目以降全

て 

９８ １６行目ないし２１行目 
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別表４ 

 

文書

番号 
文書名 開示すべき部分 

１４ 提出書１～３ 全て 

 １５ 所有権放棄書１～３ 

１６ 返還請書１～６ 
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別表５ 

 

原処分において法の第４章の規定は適用されないとした不開示部分 

文書

番号 

文書名 不開示部分 

５ 履歴事項全部証明書

１～５ 

全て 

１３ 特商法に関する調査

に係る決裁文書１ 

１１枚目ないし１５枚目 

１８ 刑事訴訟法５３条の

２第２項の規定に該

当する訴訟資料１～

４１８ 

全て 
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別表６ 

 

文書１８の訴訟資料１ないし訴訟資料４１８中，刑事訴訟法５３条の２第２項

の「訴訟に関する書類及び押収物」に該当するもの 

訴訟資料番号 該当部分（枚目） 

３４３，３４４及び

４１７ 

全て 

４１４ ５０ないし８８（この間の奇数枚目を除く。） 

４１５ １３及び１４ 
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別紙２ 

 

別表２ないし別表５に掲げる部分以外の不開示とした部分 


